
- 1 -

地域住民の皆様へ

道内では、１２月８日から１０日にかけて札幌市、オホーツクや十勝管内で

交通死亡事故が相次いで発生し、５名の方の尊い命が失われるなど危機的状況

となっています。

この状況を受け、１２月１２日に北海道知事より全道交通死亡事故多発警報

が発表されました。

期間は、１２月１８日までとなりますが、当署と致しましては期間中１件で

も多くの交通死亡事故を抑止すべく、パトカーによるレッド警戒活動や街頭監

視等を強化してまいりますので、地域住民の皆様におかれましても、凍結路面

によるスリップ事故等、車両の運転に際しては十分注意願います。


